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墨田区建築審査会条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （招集） 

第３条 〔略〕 

２ 会長は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、審査会を招集しなければならな

い。 

 ⑴ 区長から法の規定（他の法令において

準用する場合を含む。）により同意を求

められたとき。 

 ⑵ 法第９４条第２項（他の法令において

準用する場合を含む。）の規定により裁

決するとき。 

 ⑶～⑸ 〔略〕 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 審査会は、必要があると認めるとき

は、会議に委員以外の者の出席を求め、意

見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出

若しくは説明を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第６条 会議は、公開とする。ただし、法第

９４条第３項（他の法令において準用する

場合を含む。）の規定により審査請求の口

頭審査を行う場合を除き、裁決の評議その

他議長が公開することが適当でないと認め

るときは、この限りでない。 

 （専門調査員） 

第７条 〔略〕 

２ 専門調査員は、学識経験を有する者又は

区の職員のうちから、区長が委嘱し、又は

任命する。 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 会長は、次の各号の一に該当する場合に

は、審査会を招集しなければならない。 

 

 ⑴ 区長から法の規定に基づいて同意を求

められたとき。 

 

 ⑵ 法第９４条第２項の規定に基づいて裁

決するとき。 

 

 ⑶～⑸ 〔略〕 

 〔同左〕 

第５条 審査会は、必要があると認めるとき

は、会議に委員以外の者の出席を求め、必

要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説

明を求めることができる。 

 〔同左〕 

第６条 会議は、公開とする。ただし、法第

９４条第３項の規定に基づき審査請求の口

頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議

その他議長が公開することが適当でないと

認めるときは、この限りでない。 

 

 〔同左〕 

第７条 〔略〕 

２ 専門調査員は、学識経験者又は区の職員 

 のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

 

３ 〔略〕   

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

 

※ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （容積率の特例） 

第１０５条 その敷地面積が政令で定める規

模以上であるマンションのうち、要除却認

定マンションに係るマンションの建替えに

より新たに建築されるマンションで、特定

行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がなく、かつ、その建ぺい率（建築

面積の敷地面積に対する割合をいう。）、

容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合

をいう。以下この項において同じ。）及び

各部分の高さについて総合的な配慮がなさ

れていることにより市街地の環境の整備改

善に資すると認めて許可したものの容積率

は、その許可の範囲内において、建築基準

法第５２条第１項から第９項まで又は第５

７条の２第６項の規定による限度を超える

ものとすることができる。 

２ 建築基準法第４４条第２項、第９２条の

２、第９３条第１項及び第２項並びに第９

４条から第９６条までの規定は、前項の規

定による許可について準用する。 

 

〔新設〕 

  

【施行期日】平成２６年１２月２４日 


